
団体
名

No アンケート内容 回答 R7部署 R7担当課

狩
俣

1
県道沿いの枝剪定・間那津～狩俣、バス・大型ダンプ等の通
行に支障有り（枝の接触等）

【狩俣自治会】県道沿いの樹木・防風林等剪定管理について
(農村整備課・道路建設課）
間那津から狩俣までの県道池間大浦線沿いにおいて、防風林が交通の妨げに
なっている箇所については、農地・水活動による剪定作業を行っていただいてお
りますが、農地・水活動でも難しい箇所等については、市から業者へ委託を行い
剪定作業を行います。
ご指摘の区域において、防風林の剪定作業の協力依頼があったことから、今年
度において市から業者へ委託を行う予定でしたが、10月15日頃の週に県道管理
者の宮古土木事務所からの委託業者において、防風林帯を含めた道路沿い樹
木の選定作業が行われております。（県道沿い樹木は県管理、防風林は市農村
整備課管理）

各課

農村整備
課

道路建設
課

狩
俣

2
狩俣漁港のトイレ改修和式から洋式へ、観光客の使用も増加
し、要望有り

狩俣漁港のトイレ改修について
予算が確保でき次第、改修したいと思います。

農林水産
部

水産課

狩
俣

3
旧平良市当時の文化財、看板設置取り替え
【イスガーなど】

旧平良市当時の文化財、看板設置取り替えについて
イスガー等の狩俣に所在する市指定文化財については、看板の破損状況を確認
し、順次看板の取り換え作業を進めてまいります。

教育委員
会

生涯学習
振興課

狩
俣
小
P
T
A

1

平良から狩俣に向かう道路（池間・狩俣線）に草木が道に覆い
被さるようになっているため、至急草木の早く手入れをしてほし
い。車の運転が怖く、草木をよけると対向車とぶつかりそうにな
る。特に大型バスは運転がしにくそうです。自転車で中学校に
通う子供の安全のためにも、至急草木の早く手入れを！

【狩俣小PTA】県道沿いの樹木等剪定管理について
狩俣１と同様

各課

農村整備
課

道路建設
課

狩
俣
小
P
T
A

2
狩俣小学校には遊具が1つも無いため、遊具、うんていやブラ
ンコを設置してほしい。

狩俣小学校の遊具について
希望遊具の種類や規模や設置場所について学校に聞き取りを行います。

教育委員
会

教育施設
課
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狩
俣
小

P
T
A

3
狩俣小学校敷地内にあった旧狩俣幼稚園跡地の土地が、元
の地主に戻されていると聞いたが、その土地の管理が行き届
いてないために危険です。フェンス等の設置をしてほしい。

旧狩俣幼稚園跡地について
当該跡地は整地を予定しています。R6年度に設計を終えており、段差の解消と
南側擁壁撤去を予定しております。

教育委員
会

教育施設
課

狩
俣
小
P
T
A

4
狩俣小学校正門から車で道路を出るとき、見通しが悪く危険。
ミラーを設置してほしい。

狩俣小学校正門のミラー設置について
（道路建設課）カーブミラーの設置については、原則必要としている方で設置する
形になります。今回のケースであれば、小学校から車両等が県道に出るための安
全対策となることから、設置者は小学校もしくは教育委員会となります。また、設置
箇所が県道であることから宮古土木事務所道路維持班に道路占用などの申請が
必要となります。
（教育施設課）学校と協議したうえで検討していきたいと思います。

各課

道路建設
課

教育施設
課

大
浦

1

空屋対策（空屋は１４戸数、集落数５０戸）
①現状：空屋が所有者が管理せず放置した状態である。
②①の影響、シロアリの巣化してる。家の周辺雑草繁々環境
悪化
③対策：戸別ごと駆除が困難のため、集落全体の同時期行う
必要であるが、経費等（負担金）の課題がある。また、所有者
の管理責任義務を行政サイドから明らかにすると共に、シロア
リ駆除にも協力すること。

【大浦自治会】空き家対策、シロアリ対策について
（建築課）空家対策については、昨年度行った実態調査を元に、今年度は空家
所有者及び相続人を特定し、意向調査を行っております。また、今年度、宮古島
市が指定しました、空家等管理活用支援法人と連携し必要な情報提供、援助、
空き家バンク登録の案内等を行って参ります。
（環境保全課）シロアリに関しては、ご指摘のとおり空き家の所有者に管理責任が
ありますので、シロアリ駆除も管理者責任となります。市がシロアリ駆除に協力する
ことはできませんが、建築課業務にて所有者が特定できたものについては、対策
をとるよう促したいと思います。

各課
建築課
環境保全
課

大
浦

2

老齢化と少子化による人口減少
①現状：独身男性（一人住）、と老人の一人住が著しい状況と
併せて、子供たちが１０名もたらない状況である。
②上述①の影響：自治会活動が難航している、例えば総会へ
の参加数の減少、レクレーション参加者が少なく、コミュニケー
ション交流が少ない。
③対策：人口を増やすには、非常にむずかしい、移住者が増
えているが、地域の交流が全くないし自治会加入も消極的で
ある。きわめて対策に苦慮している。
【市の考えを聞きたい。】

人口減少や自治会活動について
本市においては、大浦地区のように少子高齢化や移住者の増加に伴い自治会
への未加入や活動の停滞が一部で見られ、地域のつながりの希薄化が懸念され
ています。これは全国的にも共通する課題であり、地域コミュニティの維持に関わ
る重要な問題と認識しています。市では地域懇談会等を通じて地域の現状や課
題を自治会や地域の皆さんと共に明確化し、北部自治会間の情報共有や自治
会間の行事運営での人的支援など、小さく始められる共通課題の連携支援に取
り組みます。また、先進事例や他自治体の取組を調査・共有し、移住者を含め誰
もが参加しやすい地域運営や交流促進の仕組みづくりを地域の皆さんと共に検
討してまいります。
また財源の厳しい自治会運営に対して各種補助制度を設けております。公民館
の修繕や活動に必要な備品購入金額を助成したり、他地域のモデルになるような
地域活性化への取り組みに助成しております。またその他にもさらなる補助メ
ニューを関係部署と連携して現在検討しております。
地域を明るく照らす防犯灯や災害時の助け合い、祭りや行事など、自治会は生
活の安全と安心を支える大切な存在です。こうした役割や魅力を各自治会と共に
広く伝えることで、住民の理解と参加を促し、地域の絆を再び強めていきたいと考
えています。

市民生活
部

地域振興
課

2



大
浦

3

大浦集落（自治会の歴史・文化の衰退）
①現状：集落にユイマールが構成されていた時期、拝所（ウタ
キ）活動がしっかり実施されていた時期に比べて、ほとんどの
行事が皆無状態である。特に拝所（ウタキ）のニガイができなく
なった。併せて、ウタキの建物が崩壊している。なお、ウタキの
建物については農林省の補助事業で対応する予定であった
が、総会でオバー達の了解が得られなかった。
②①の影響：歴史・文化の認識がうすくなり、集落そのものが
衰退している。
③対策：現在、その措置について、自治会内、常任委員を設
置して検討している。
【ウタキの拝所新設や修繕、また行事の人的手伝いなどは可
能か】

地域の祭祀文化等の保存・継承について
宮古島市内には、900以上の御嶽があり、そのほとんどは未指定の文化財で、そ
の管理やニガイなどを、各地域の自治会や、土地所有者などに担っていただい
ております。
現状では、未指定の御嶽の新設や、修繕、行事の人的手伝いなどを、業務として
対応する事は難しいと考えます。
これまで、市史編さん事業では、地域の祭祀をまとめた『みやこの祭祀』を発刊し
ており、現在、集落編として、各地域の歴史や、民俗、生活の様子などを調査し、
発刊にむけた作業をすすめているところです。これらの宮古島市史の発刊を通し
て、地域の歴史や文化を継承していくサポートになればと考えております。

教育委員
会

生涯学習
振興課

大
神

1

１対象：大神島離島振興コミュニティセンター
現状：軒のコンクリ魂が突然落下し非常に危険。補強工事が
必要（要望書提出済み）木造古家の居住者・老齢者は、セン
ターで台風避難する。

【大神自治会】大神島離島振興コミュニティセンターの修繕について
現場は確認済みであり、令和８年度の修繕に向けて工事関係者と調整を行う予
定です。

総務部 財政課

大
神

2

対象：港の廃船・廃車。観光面で景観を損ねている。
撤去：電柱新替えの折（時期不詳）、ついでの台船で撤収出
来るよう、力添え（業者との仲立ち、予算補助）ください。【現在
沖電が木柱撤去を進めているからそれと一緒にやってはどう
か】

大神漁港の放置された船・廃車について
原則、廃船・廃車処理については所有者が行うべきものとなっております。自治会
からの要望のあったとおり、10月中旬から電柱切替の際に、沖電へ相談に対応し
ていただくよう伝え、久貝会長にも直接相談するように連絡しております。

農林水産
部

水産課

大
神

3

対象：大神島の海抜表示（津波注意）
現状：コミュニティセンターの海抜が二つ表示されているが、ど
ちらが正しいか。改めて確認、表示願います。【同じ場所に違
う海抜表示（１２ｍ、２０ｍ）が存在する】

大神島の誤った海抜表示について
海抜表示については、平成２６年度に国土地理院のデータを元に設置しておりま
す。コミュニティセンター（表示１２ｍ）、コミュニティセンター付近の電柱（表示２０
ｍ）を確認したところ、電柱に設置している海抜20ｍ表示が誤りと思われますの
で、修正いたします。

総務部
防災危機
管理課

3



西
原

1 北部地域に学童、児童館の設置

【西原自治会】北部地域の学童・児童館の設置について
児童館の設置については公共施設の配置計画上困難ですが、学童(放課後児
童クラブ)の設置については、北部地区において未設置となっているため、運営
する意向のある方がいて、施設面が整備できれば設置可能となります。地域に運
営意向のある方がいらっしゃれば、設置に向けて必要な支援を行いたいと考えて
おります。

こども家庭
局

子育て支
援課

西
原

2
西原地区団地建設（人口増加による複式学級の解消）
【古い遊具を撤去してそのスペースに新たな団地を増やせな
いか。また空き家の利活用も】

西原団地について
公営住宅の新設につきましては、国の予算が減少傾向にあり、また、本市は市営
住宅が１，４２６戸、県営住宅が１，００７戸、合計２，４３３戸と県内トップの整備率で
あり、県内同規模自治体の石垣市２１２戸と比べても突出して多く、これ以上の整
備は難しい状況にあります。現在は、長寿命化計画に基づき旧耐震基準の建物
のみを建て替える計画しており、それ以外の市営住宅については外壁等改修工
事を行い長寿命化を図る計画としています。
空家対策については、大浦１と同様。

建設部 建築課

西
原

3
部落内の放送施設の拡充（緊急時の連絡に支障）
【防災無線が風向き等によって聞こえない】

屋外スピーカーでの情報伝達について
気象条件や住宅の立地及び構造条件、放送する方の声質などにより聞き取りにく
い場合がありますが、防災スピーカーの音量を上げるなどの対応を行っていきた
いと考えております。また、宮古島市では屋外スピーカー以外でも、スマートフォ
ンのライン等や防災アプリ、ラジオ、防災無線の聞き直し機能等で様々な情報伝
達手段を整備しております。その手段について周知を図ってまいります。

総務部
防災危機
管理課

西
原

4
真謝漁港内の電気水道設備設置
【漁具の保管場所や船の引き上げ場所が暗い】

真謝漁港内の電気水道設備設置について
漁協及び船主会と利用頻度等を調整し、検討したいと思います。

農林水産
部

水産課

西
原

5

監視員の補助金の援助
西辺中学にプールがないため、真謝漁港で水泳授業を実施
している。安全確保のため監視員が必要である。
【漁民７～８人がボランティアでやっている】

西辺中の水泳学習について
西辺中学校は、今年度より学習指導要領に則り海浜を利用した水泳学習を実施
し、泳力の向上をはじめ、地域の自然や環境に目を向ける等の成果について学
校より報告を受けています。また、次年度以降も海浜を利用した学習を計画して
いることも確認しており、海浜を利用した水泳学習の安全確保のための監視員へ
の報償費について検討して参ります。

教育委員
会

学校教育
課

池
間
小
中
P
T
A

1

閉園になっている幼稚園の建物について、補強と改修をした
上で、地域が活用できるよう貸し出して欲しいです。保育園や
ＮＰＯいけま福祉支援センターが運営している、「みんなのおう
ち」の場所として、使用したいです。

【池間小中PTA】旧池間幼稚園の利活用について
当建物は築47年を経過しており、旧耐震建物であるため、安全面なども踏まえ利
活用できるか検討します。
（水産課）その他の公共施設として池間島には八重干瀬センターなどもあります
が、地域住民の交流及び漁業と観光の拠点として設置されており、福祉施設とし
て利用する場合、条例改正の必要性、また、現在使用されている、漁協との協議
も含め、そうした利活用が可能かどうか併せて調査したいと思います。

各課
教育施設
課

水産課

4



池
間
小
中
P
T
A

2 池間小中学校を廃校にしないで下さい。

池間小中学校の存続について
小中学校の統廃合に関する議論は、行われてはおりませんが、少子化が進行す
る中において、本市の児童・生徒数を見ると減少傾向に推移することが予想され
ます。学校の統合は、子供たちが集団生活における教育環境の充実や人間関係
の多様化など、児童・生徒の資質や能力を伸ばすためには、ある程度の規模を
確保することも重要だと考えております。今後は、学校規模適正化については、
地域、保護者、児童生徒の意見も踏まえながら協議して参りたいと思います。

教育委員
会

教育総務
課

池
間
小
中
P
T
A

3 池間島に市営団地を作って欲しいです。
池間島での市営団地建設について
西原２と同様

建設部 建築課

池
間
小
中
P
T
A

4
平良～池間の路線バスの料金を中学生も半額にして欲しいで
す。

平良～池間間の中学生路線バス運賃について
運賃については、国の認可制度により大人運賃と小児運賃の２種類が定められ
ています。「大人運賃＝中学生以上」、「小児運賃＝小学生以下」と通達により適
用範囲が決められているため、普通旅客運賃として新たに中学生運賃を設定す
ることはできません。一方、バス事業者の営業割引及び市の補助により通学に係
る回数券の購入に限定し、実質100％の補助を実施しており、市内の中高生に利
用いただいております。中学生に対する通学以外の新たな割引導入について
は、一部地域の中学生に限定するのではなく、市全域での実施が必要であると
考えていますので、ニーズ調査やバス事業者との話し合いを行いたいと考えてお
ります。

企画政策
部

企画調整
課

池
間
小
中
P
T
A

5
池間島の公園には遊具が一つもありません。池間漁港前のか
つお公園に遊具を設置して欲しいです。

池間カツオ公園について
公園は漁港管理区域となっており、この公園を管理している、沖縄県に聞き取りし
たところ、漁港関係の補助事業では、遊具の設置は対象外となっているとのことで
あります。
※植栽、通路、照明、ベンチ、休憩所、便所等の環境施設整備は可能
（副市長）かつお公園は県の管理ですが、皆様からほかに適切な代替地や具体
的にどのような遊具が欲しいかご提案があれば、それをもとに市で検討させてい
ただきます。

各課 水産課

池
間
小
中
P
T
A

6
池間や狩俣から学童利用のために平良に向かうのでなく、北
部地域の子どもたちを対象にした、放課後児童クラブを北部
地域に設置することを求めます。

北部地域の児童クラブ設置について
西原１と同様

こども家庭
局

子育て支
援課
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海岸を不法占拠して営業している業者を注意してほしい。とに
かく海岸砂浜を自分の物にして島人、観光客の砂浜で楽し
む、権利を剥奪している。砂浜を占拠するのは、おかしい話だ
と思います。池間地域の海岸線の保全保護が急務です。条例
をつくり、乱開発をできない強制対策をよろしく願いしたいで
す。

【池間自治会】海岸付近での営業行為と海岸管理条例、開発規制について
（観光商工課）聞き取りで指摘されていた業者に関しては、私有地で営業してお
り、海に出入りする通路も設けられ海への自由な出入りは確保されています。
また、池間島を囲う海岸の管轄は沖縄県の土木事務所管理と農林水産整備課
管理の海岸に当たります。
そのため、包括的に海岸全体を網羅した沖縄県独自の海岸管理条例等を制定
し、管理していくことが望ましいと考えていることから、市としましては、今後、条例
等の早急な制定を県に強く要請していきたいと考えております。
そのほか自治会でローカルルール等を制定して資源管理をしていく事も、これか
らは必要になってくるのでご検討もお願いいたします。
（都市計画課）また開発の規制については、保安林や農振法など様々な法令が
関係してくるので、関連する全ての部署において検討していく必要があると考え
ております。一方、土地所有者の取り扱いに関し、民法２０６条に、「所有者は法
令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有
する」と規定されており、公共の福祉に反しない限りは、その権利が認められること
となっておりますので、すべての観光開発を規制することは現状において難しい
と考えております。
本市といたしましても、海岸の自然環境や景観を将来にわたり守っていくことが
重要であると認識しており、開発とのバランスも含めて、地域住民の意見を参考に
望ましい土地利用のあり方を検討して行きたいと考えております。

各課

観光商工
課

都市計画
課

池
間

2

池間島内の車道にはみ出ている草木を伐採してほしい。歩行
者が危険。車がカーブの際、対向車と衝突する危険がある。
道の凸凹を直してほしい。
【ミャークヅツを行う水浜広場がデコボコしている】

池間島内の道路等整備・維持管理について
（道路建設課）車道にはみ出ている草木の伐採については場所を確認し、現在
実施している作業計画に反映し順次対応していきます。また、耕作地など民地か
ら道路にはみ出ている草木も多く観られます。耕作者や土地の所有者において
は、道路に草木がはみ出ないよう管理をお願いします。
（財政課）ミャークヅツを行う水浜広場については、自治会長に聞き取りをしたとこ
ろ何度か機械を入れて整備を行ったが、時間が経つとデコボコになるとのこと。財
政課としてはアスファルト舗装を提案しましたが、住民がそれは望まないとのことで
す。引き続き自治会と調整をして行きたいと考えています

各課
道路建設
課

財政課
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建物老朽化（空家）の他リスク配慮
①島の活用に欠かせない池間公民館の老朽化、扉開閉の固
定に不便差を感じ雨漏れにも苦戦している。特に隣接する旧
池間保健所の老朽化が著しく進み屋根からコンクリートの剥離
が落下があり危険性を伴っている。それに伴い、公民館と同様
に立て替えの要請が思慮される。（立て替えの要望）
②人口減少は住宅の減少を招き、島では管理が行き届かない
空き家が増加している。空き家が増えると治安の悪化や地域
の景観を損なうだけでなく、地域のコミュニティの崩壊にもつな
がる。（空き家の解体撤去）
③人口減少は島内にも大きな影響を与え、島の産業の弱体化
や雇用の機会減少を引き起こす恐れもある。伊良波盛男詩人
の新聞記事「人口減少がすすむ３０年後の池間島」は池間島
の無人化（小人口）の足跡で島全体に於いて、今後は空家や
人口が減少し島の行事等に影響を与えかねない。（空き家の
活用方法）

池間公民館、旧保健所、人口減少、空き家対策について
①（地域振興課）池間公民館の修繕について、市では自治会がコミュニティ活動
を促進するための公民館等修繕整備に要する経費について上限１００万円を交
付する宮古島市自治公民館修繕整備事業を毎年実施しております。また補助率
の見直しを行い、令和７年度から補助率を８割から９割に上げております。修繕に
関しては今後も高額・高率補助を検討してまいります。事業の募集期間は、毎年
５月～６月となっておりますので、ぜひ当事業の活用をご検討ください。
（財政課）旧池間保健所については、建築の経緯などを確認する必要があります
ので、まず建築経緯の調査を行いたいと考えています。
②（建築課）空き家の解体撤去については、基本的には所有者で実施頂くことに
なりますが、倒壊の危険性など状況によっては、補助メニューが活用できる可能
性があります。解体を含め所有空き家の管理につきましては、市指定の空家等管
理活用支援法人へご相談下さい
③（地域振興課・建築課）人口減少は大浦２、空き家対策は大浦１、空き家活用
方法に対しては下記池間４の提案と同様

各課

地域振興
課

財政課
建築課

池
間
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市の補助で空き家活用の要望（市との協議案）
①初期投資を抑え簡易リフォームやリノベーションで新たな価
値を生み出し住居人を増やす。
②戸建て賃貸は最も一般的な活用方法の一つであるが、リ
フォームして住居として貸し出すことで家賃収入が得られる。ま
た、電気や水回り設備を新しくするなど、最低限のリフォームで
も貸し出しを可能にできる。
③広い物件であれば、シェアハウスとして複数人に貸し出す。
また、単身者が多いエリアで需要が見込まれる。
④ＤＩＹ賃貸で入居者が自由にリフォームできることを条件に貸
し出す方法も視野に入れる。初期費用を抑えつつ、入居者の
個性を活かせるのが特徴かも。
⑤民泊とて観光需要が高いエリアであれば、民泊施設として
活用し、高収益を目指すことも可能である。
⑥店舗やオフィスは居住用から店舗やオフィスに用途変更し
て貸し出すことも考える。住居よりも高い家賃設定が可能で、
長期契約も期待でき、特に需要の少ないエリアでも、特定の店
舗やオフィスの需要が高い場合もあり得るが市の補助金は限
度があり当資金が必要である。
⑦当該等の市の補助金の活用するなら基準に配慮する。ま
た、地主や家主との調整が必要であることを意識する。

空き家の活用方法に対するご提案について
地域の課題解決に関し多くのご提案を頂き、ありがとうございます。
各提案につきましては、活用に対する補助メニュー、活用する空き家物件の選定
など検討事項が多いことから、詳細のヒアリング等を実施させて頂き、本市及び支
援法人にて適切な支援をいたします。

建設部 建築課
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池間地区防災センターの災害リスク対応
①高度経済成長期に整備されたインフラは、地震や台風など
の自然災害に対して島を脆弱にし、防災活動や災害時の避
難支援にも支障をきたす事から長期災害に備えた必要な備品
（簡易ベッド、扇風機、冷蔵庫、炊飯器等）や停電時に備え負
荷に応じた非常用発電機の設置が必要に思慮される。
②池間防災センターが希薄化にならないように、日頃から設備
備品になれて子育に世代の親や高齢者などが簡易的に娯楽
遊戯ができる対応も必要に考える事が望ましい。

池間地区防災センターについて
①津波災害から市民の生命を守る為、防災研修施設を兼ねた池間地区防災セン
ターを整備しているところです。万が一、津波災害が発生した場合、一時的に必
要とする小型発電機、簡易トイレ、飲料水等を備蓄しており、長期の避難が必要と
なる場合は、宮古島島内の避難所に移動する事を想定しております。
②池間地区防災センターの利用については、防災訓練、防災に関する事業、地
域活性化のための行事等が優先となります。一方で地域の方々が普段から利用
して頂くことについては制限しておりませんので、自治会と施設利用の運用につ
いて協議してまいります。

総務部
防災危機
管理課

池
間
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交通機関の維持活用
人口減少により、島を繋ぐバスなどの公共交通機関の利用者
が減り維持困難、不採算路線の廃止などが必要になる事が考
えられる。これにより、市街地への買い物や定期診察にも交通
費用が係り特に高齢者の生活の孤立につながる恐れもある。
【路線バスを今後も維持してほしい】

池間間の路線バス存続について
路線バスは、免許を持たない学生や高齢者等、いわゆる交通弱者にとって日常
生活の足となる移動手段であり、公共交通として維持・確保していくことは重要で
あると考えています。そのため、今後も市民の皆様のニーズを踏まえながら、生活
バス路線の維持・確保に向けて沖縄県と連携し対応してまいります。

企画政策
部

企画調整
課

池
間
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教育環境と諸行事の衰退
①若い世代が都市部に流出することで、子育て世代の定住が
進まず、教育環境の維持も困難になり学級閉鎖もあり得る。
②若者の都市部への流出は、島の諸行事等の担い手不足を
招き、継承や新たな活動の創出を困難にする。これにより島内
での魅力的な諸行事雇用の機会が厳しくなりさらなる人口減
少や流出は連鎖反応が発生することもあり得る。
【ミャークヅツの補助金を増額することで若者をもっと参加でき
る行事にしたい】

人口減少、諸行事の衰退について
（地域振興課）北部地域では若年層の流出や子育て世帯の定着に課題があり、
教育環境の維持と行事の担い手確保が難しくなっています。島の学びや文化の
基盤が細ることで、参加や雇用の循環が弱まり、さらなる人口流出の連鎖が懸念
されます。市はまず地域懇談会で現状と課題を整理し、北部地域の意見交換会
を設け、北部自治会間の情報共有や行事運営の人的支援など、地域文化の継
承などを見据えた共通課題のプロジェクト化を検討いたします。多様な担い手が
関われる参加経路を整え、文化と暮らしを守り育てる体制づくりへつなげます。
（生涯学習振興課）ミャークヅツへの補助金について、現在、教育委員会では、
指定文化財の保存管理を担う管理者または管理団体へ、その資金の一部として
充てていただくため、宮古島市指定文化財等保存管理補助金交付要綱にもとづ
き、5万円を上限として補助金を交付し、文化財の継承や管理を担っていただい
ております。まずは、現状の交付金を最大限に活用し、地域の若者世代へ、池間
島を代表する無形民俗文化財であるミャークヅツの魅力を伝えることのできる取り
組みについて、ともに考えていくことからはじめていきたいと思っております。ぜひ
詳しく意見交換させてください。

各課

地域振興
課

生涯学習
振興課
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その他　島の交通安全活用
①近年は観光客の往来が激しくなり市と連携し、部落内への
車両の侵入や速度の配慮が必要である。特に必要な場所に
交通標識等（カーブミラー、一時停止、リスク拠点の新設や増
設を要す。）
②グレーチングの破損箇所があり早めの修繕が必要に考えま
す。事故が発生しない前に改修お願いします。
③学校の正門や裏門等への公衆街路灯の設置。冬場の時間
帯では５時以降になると薄暗くになり下校生徒のリスクが考え
られる。よって登下校に照明があることでリスクを避けるために
街灯を設置してほしい。

池間島の交通、防犯、安心・安全対策について
①（地域振興課）交通規制標識等の設置については、宮古島警察署が管轄して
おりますが、市としても市民の安全な生活を守る観点から共有すべき重要なことと
受け止めております。今回の地域懇談会で挙がった各地区での交通規制標識等
の設置については、懇談会後に宮古島警察署へ設置の要望書を提出したいと考
えております。
①（道路建設課） また市で設置できるカーブミラーや一時停止の路面表示につ
いては、池間自治会と要望カ所を調整し設置したいと考えています。
②（道路建設課）グレーチングの破損については、管理する宮古土木事務所道
路維持班に問い合わせたところ、「現場状況を確認のうえ、応急対策を行ったの
ち、改修を進めてまいります」との回答でした。
③（水産課）漁港に隣接する道路（裏門側）は、池間漁港の臨港道路となり、沖縄
県の管理となります。要望しております街灯に関しましては、検討して頂きますよ
う、沖縄県へお伝えします。
③B（地域振興課）防犯灯の設置を希望する場合、地域住民又は自治会等から
設置申請をしていただき、市が調査検討を行い、必要性があれば市で設置する
ことになります。ただし、設置後の防犯灯の電気料金を含めた維持管理から撤
去・処分まで、自治会等の申請者（管理責任者）が行うことになっております。自
治会でも地域内の調査を行い、防犯灯の設置が必要の箇所があれば、市に申請
をして頂くようお願い致します。

各課

道路建設
課

水産課
地域振興
課
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